
佐渡汽船の運賃割引
介護帰省者の追加について（お知らせ）

「要介護認定等の家族を介護するために佐渡市に反復継続的（一人が１年間に６
回以上）に来訪する親族」※ただし、施設入所者への面会の場合は除く。

２ 対象範囲

佐渡汽船の運賃割引は有人国境離島法に基づき、佐渡市民を対象に
適用されています。このたび、国の制度改正によって、令和４年１０月１日
から下記の介護帰省者が対象となりますので、お知らせいたします。

満１８歳以上で要介護または要支援認定された方の「２親等以内の親族」に限る。

【送付先／お問い合わせ先】 佐渡市観光振興部交通政策課
〒９５２－１２９２ 佐渡市千種２３２番地
ＴＥＬ ０２５９－６３－３１８４

１ 追加する対象者

令和４年１０月１日（土）

３ 利用開始日

カーフェリー・ジェットフォイルの旅客運賃
※自動車航送運賃は対象にはなりません。

４ 運賃割引の適用範囲

①佐渡市民サービスカード交付申請書（様式第４号）
※佐渡市ホームページ（https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2016/41201.html#b）
佐渡市交通政策課、各支所、各行政サービスセンターにあります。

②要介護認定者等の被保険者証等の写し
③要介護認定者等の親族であることを確認できる公的機関が発行する書類
（戸籍抄本、戸籍謄本等）
④介護をする方の身分証明書（※運転免許証、健康保険証等）の写し

５ 申請に必要な書類

申請に必要な書類を揃えて、佐渡市交通政策課、各支所、各行政サービスセン
ターへ提出してください。郵送の場合は下記の佐渡市交通政策課へ提出してくださ
い。

６ 申請方法

佐渡市交通政策課、各支所、各行政サービスセンター（平日８：３０～１７：３０）

７ 受付場所

https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2016/41201.html#b


介護帰省者の運賃割引に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 申請はいつからできますか。
Ａ１ 令和４年９月１５日からになります。

Ｑ２ 申請に必要な書類で、親族であることを確認できる書類は具体的にどういったも
のですか。

Ａ２ 戸籍謄本等に介護される方との親子関係等を示す内容が明示してあるものが
必要となります。

Ｑ３ いつから割引が受けられますか。
Ａ３ 令和４年１０月１日からになります。それ以前に市民カードが到着しても令和４年
１０月１日からでないと利用できませんので、ご了承ください。

Ｑ４ 有効期限はありますか。
Ａ４ 一年間となります。また、更新の場合は有効期限の３ヶ月前から行えます。

※なお、特別な事情を除き、前年一年間の来島が６回以上ない場合は更新でき
ませんのでご了承ください。

Ｑ５ 兄弟姉妹等で介護している場合はどうすればよいか。兄弟姉妹等合わせて６回
以上介護するのであればよいですか。

Ａ５ 兄弟姉妹等で介護している場合はそれぞれ申請をしてください。
兄弟姉妹等合わせて６回以上ではなく、介護する方一人が６回以上で対象となり
ます。

Ｑ６ 申請をしたら、何か送られてきますか。
Ａ６ 申請書類の到着後から一週間程度を目途に佐渡市交通政策課から佐渡市民
サービスカード（準住民用）を送付いたします。

Ｑ７ 利用するときはどうすればよいのですか。
Ａ７ 佐渡汽船の窓口にて市民カードと併せて身分証明書をご提示ください。
なお、券売機ではご利用できませんのでご了承ください。

Ｑ８ 市民カードの有効期限の途中で介護される方が亡くなる、病院へ入院、施設へ
入所した場合等はどうなりますか。

Ａ８ Q８のようになった場合は適用から外れることになりますので、市民カードを佐渡
市交通政策課までご返却ください。

【送付先／お問い合わせ先】 佐渡市観光振興部交通政策課
〒９５２－１２９２ 佐渡市千種２３２番地
ＴＥＬ ０２５９－６３－３１８４


